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本資料の目的 

1. 本資料は、第 10 回サステナビリティ基準諮問会議（2025年 7月 16日開催）後のサ

ステナビリティ基準委員会（以下「SSBJ」という。）の活動状況を中心にご報告する

ことを目的としている。 

サステナビリティ基準委員会の活動状況 

2. SSBJ は、前回ご報告後、主に次の活動を行ってきた。SSBJ における審議の概要は

別紙 1のとおりである。 

(1) SSBJ基準の開発 

(2) SSBJ基準の導入支援 

(3) 国際対応 

① 国際サステナビリティ基準審議会（以下「ISSB」という。）から公表された

デュー・プロセス文書等への対応 

② サステナビリティ基準アドバイザリー・フォーラム（SSAF）における対応 

③ その他の国際会議等への参加 

SSBJ基準の開発 

（現在開発中の SSBJ基準） 

3. SSBJは、サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適

用」（以下「適用基準」という。）BC19 項(1)に記載のとおり、ISSB により IFRS サ

ステナビリティ開示基準（以下「ISSB基準」という。）が新規に公表される又は既

存の ISSB基準が改訂される場合、SSBJにおいて、SSBJ基準における取扱いについ

て可及的速やかに検討を開始することとしている。 

サステナビリティ開示テーマ別基準第 2号「気候関連開示基準」の改正 

4. 2025年 4月に、ISSBより、IFRS S2号「気候関連開示」（以下「IFRS S2 号」とい

う。）の修正を提案する公開草案「温室効果ガス排出の開示に対する修正―IFRS S2

号の修正案」が公表された。SSBJは、ISSBより IFRS S2号の修正が 2025年中に公

表されることを前提として、対応するサステナビリティ開示テーマ別基準第 2 号

「気候関連開示基準」（以下「気候基準」という。）の取扱いについて、検討を行っ

ている。 
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5. SSBJは、2027年 3月期の期首から SSBJ基準の適用を開始する企業のニーズを考慮

し、IFRS S2号の修正に対応して SSBJ基準を改正する場合には、2026年 3月末ま

でに改正が確定するように検討を進めることを目標としている。 

（今後開発が予定される SSBJ基準） 

6. 本資料第 3項に示した ISSB基準との整合性の維持に関する基本的な方針に基づき、

ISSBによって新規の ISSB基準の公表又は既存の ISSB基準の改訂に向けたデュー・

プロセス文書が公表されているプロジェクトについて、今後、SSBJ にて対応する

SSBJ基準における取扱いについて検討を開始することが考えられる。 

「SASBスタンダード」の修正及び「IFRS S2号の適用に関する産業別ガイダンス」の修

正に係るプロジェクト 

7. 2025年 7月に、ISSBより、ISSB基準を適用する企業に対して適時の支援を行うた

めの「SASB スタンダード」の向上を目的として、公開草案「『SASB スタンダード』

の修正案」（以下「『SASBスタンダード』の修正案」という。）及び「SASBスタンダ

ード」の修正案の結果的修正の提案である公開草案「『IFRS S2号の適用に関する産

業別ガイダンス』の修正案」が公表された。 

8. SSBJ基準では、適用基準において、「SASBスタンダード」（2023年 12月最終改訂）

を参照し、考慮することが要求されるガイダンスの情報源として定めている。この

ため、SSBJでは、ISSBによって「SASBスタンダード」が修正される場合、参照先

の「SASBスタンダード」を最新のものに更新することについて、検討を行うことが

考えられる。 

SSBJ基準の導入支援 

（補足文書の公表） 

9. SSBJ は、SSBJ 基準の開発にあたり、基準を適用した結果として開示される情報が

国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとなるようにするため、その基本的

な方針として、ISSB基準との整合性を図ることを基礎としている。 

10. このため、ISSB 基準に関する付属ガイダンス及び教育的資料のうち、ISSB 基準の

適用において参考となるものについて、SSBJ 基準の適用にあたり参考にできるよ

うに、SSBJの了承を得たものを SSBJの補足文書と位置付けることとしている。 

11. SSBJ は、2025 年 8 月 18 日開催の第 56 回サステナビリティ基準委員会において次

の補足文書の公表を了承し、2025年 8月 20日に公表した1。 

(1)  補足文書「ガイダンス文書『IFRS S2号に従った企業の気候関連の移行につい

 
1 https://www.ssb-j.jp/jp/news_release/403865.html 
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ての情報（移行計画に関する情報を含む）の開示』」 

 

(2)  補足文書「教育的資料『ISSB基準を適用する際の ISSBの産業別ガイダンスの

使用』」 

その後、2025 年 9 月 16 日開催の第 57 回サステナビリティ基準委員会において

次の補足文書の公表を了承し、2025年 9月 17日に公表した2。 

(3) 補足文書「教育的資料『ISSB基準の適用にあたっての予想される財務的影響に

関する情報の開示』」 

（SSBJハンドブックの公表） 

12. SSBJ 事務局は、SSBJ 基準を利用する際の便宜を考慮して、関係者のニーズが高い

もの（これまでに SSBJに多くの質問が寄せられたもの等）から、SSBJ事務局のリ

ソース等を踏まえ決定した論点について、SSBJ ハンドブックとして解説を公表す

ることとしている。 

13. SSBJ事務局は、2025年 7月から 2025年 9月末までに、28の SSBJ ハンドブックを

公表した（2025年 7月 31日、8月 29日、9月 30日及び 10月 31日）3。 

国際対応 

（ISSBから公表されたデュー・プロセス文書等への対応） 

14. ISSB から公表されたデュー・プロセス文書等に対する、SSBJ の対応は次のとおり

である。 

(1) 「SASBスタンダード」の修正及び「IFRS S2号の産業別ガイダンス」の修正に

関する公開草案の公表 

ISSB は、2025 年 7 月 3日に、「SASB スタンダード」の修正案及び公開草案

「『IFRS S2 号の適用に関する産業別ガイダンス』の修正案」を公表した（コメ

ント期限：2025年 11月 30日）。SSBJ事務局は、公開草案の日本語への仮訳、

解説資料及び解説動画を作成し、SSBJのウェブサイトに掲載している4。 

「SASB スタンダード」の修正案では、優先度が高いとされる 12 の産業のう

ち 9つの産業の「SASBスタンダード」の包括的な修正、及びその結果としての

41 の産業の「SASB スタンダード」に対する的を絞った修正について提案が行

われている。また、公開草案「『IFRS S2 号の適用に関する産業別ガイダンス』

の修正案」では、「SASB スタンダード」について提案する修正と整合するよう

な修正が提案されている。 

 
2 https://www.ssb-j.jp/jp/news_release/403962.html  
3 https://www.ssb-j.jp/jp/related_information/handbooks.html 
4 https://www.ssb-j.jp/jp/activity/exposure_draft_ssbj/y2025/2025-0703.html 



 
  資料(1) 

 

4/7 

SSBJでは現在、当該公開草案への対応について検討を行っている。 

(2) 教育的資料 

ISSBでは、IFRS S1号及び IFRS S2号の導入支援の一環として、教育的資料

を公表している。SSBJ事務局では、一部について日本語への翻訳を行い、また、

一部について解説記事を作成し、SSBJのウェブサイトにおいて公表している5。 

なお、教育的資料のうち、SSBJ基準の適用にあたって参考となると考えられ

る文書については、当財団の適正手続規則に従い補足文書として SSBJ の了承

を得たうえで公表することとしている（本資料第 11項を参照）6。 

（サステナビリティ基準アドバイザリー・フォーラム（SSAF）における対応） 

15. SSBJ は、ISSB の諮問機関である、サステナビリティ基準アドバイザリー・フォー

ラム（SSAF）のメンバーとなっている7。SSAFは、ISSBの基準設定に関連する主要

な技術的課題に関して、法域の基準設定主体との対話を正式かつ効率的に行うため

に設置された。 

16. 前回のサステナビリティ基準諮問会議におけるご報告の後の会合の主なアジェン

ダは、別紙 2のとおりである。2025年 9月の会合は、初期メンバーによる最後の会

合となり、IFRS 財団評議委員会は 2026 年から 2029 年の SSAF メンバーについて、

今後候補者の選定を開始する予定である。SSAF の次回の会合は、2026 年前半に開

催される予定である。 

（その他の国際会議等への参加） 

17. SSAF 会議のほか、前回のサステナビリティ基準諮問会議におけるご報告の後に、

SSBJは、次の国際会議等へ参加している。 

2025年 8月 4日 

から 8月 6日 
米国会計学会（AAA） 

2025年 9月 29日 

及び 9月 30 日 
世界基準設定主体（World Standard-Setters; WSS）会議 

2025年 9月 30日 

及び 10月 1 日 
会計基準設定主体国際フォーラム（IFASS）会議 

2025年 10月 30日 IFRSサステナビリティ・シンポジウム 

以 上 

  

 
5 https://www.ssb-j.jp/jp/activity/educational-materials.html 
6 「サステナビリティ開示基準の開発に係る適正手続に関する規則」第 14 条第 4 項 
7 https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/news_release_20221222.pdf 
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別紙 1 

前回ご報告時（2025年 7月 16 日）の後のサステナビリティ基準委員会におけ

る審議の概要 

回（開催日） 議 題 

第 55回 

2025年 7月 29日 

（審議事項） 

(1) サステナビリティ基準諮問会議からの報告 

(2) サステナビリティ関連情報のアップデート 

(3) ISSB公開草案「『SASBスタンダード』の修正案」及び「『IFRS 

S2 号の適用に関する産業別ガイダンス』の修正案」への

対応 

（報告事項） 

(1) ISSB 公開草案「温室効果ガス排出の開示に対する修正―

IFRS S2号の修正案」への対応 

第 56回 

2025年 8月 18日 

（審議事項） 

(1) ISSB公開草案「『SASBスタンダード』の修正案」及び「『IFRS 

S2号の適用に関する産業別ガイダンス』の修正案」への対

応 

(2) SSBJ 基準テーマ別基準第 2 号「気候関連開示基準」    

ISSB 公開草案「温室効果ガス排出の開示に対する修正―

IFRS S2号の修正案」に対応する気候関連開示基準の改正 

(3) 補足文書の追加の検討 

第 57回 

2025年 9月 16日 

（審議事項） 

(1) 2025 年 9 月サステナビリティ基準アドバイザリー・フォ

ーラム（SSAF）への対応 

(2) ISSB公開草案「『SASBスタンダード』の修正案」及び「『IFRS 

S2 号の適用に関する産業別ガイダンス』の修正案」への

対応 

(3) 補足文書の追加の検討 

第 58回 

2025年 10月 23日 

（審議事項） 

(1) サステナビリティ関連情報のアップデート 

(2) 2025 年 9 月サステナビリティ基準アドバイザリー・フォ

ーラム（SSAF）の報告 

(3) ISSB公開草案「『SASBスタンダード』の修正案」及び「『IFRS 

S2 号の適用に関する産業別ガイダンス』の修正案」への

対応 

(4) SSBJ 基準テーマ別基準第 2 号「気候関連開示基準」    



 
  資料(1) 

 

6/7 

回（開催日） 議 題 

ISSB 公開草案「温室効果ガス排出の開示に対する修正―

IFRS S2号の修正案」に対応する気候関連開示基準の改正 

以 上 
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別紙 2 

前回ご報告時（2025年 7月 16 日）の後のサステナビリティ基準アドバイザリ

ー・フォーラム（SSAF）における議題 

回（開催日） 議 題 

第 9回 

2025年 9月 22日 

及び 9月 23日 

(1) IFRS S1号及び IFRS S2号の導入支援―教育的資料 

(2) 「SASBスタンダード」の向上 

(3) IFRS S1号及び IFRS S2号の導入支援―気候関連の移行

計画に関する開示についてのガイダンス 

(4) IFRS S1 号及び IFRS S2 号の導入支援―GHG プロトコル

との連携 

(5) アジェンダ計画及び会議概要 

以 上 


